
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

１ 現状 

（１）地域の災害リスク 

   （洪水：ハザードマップ） 

    ・一級河川である岩木川水系の岩木川や平川などを有し、千年以上に一度の降雨による洪水

の浸水想定区域が市内の大半を占めている。商工業者へのリスクとしては、精密機器や設

備、商品の水没による復旧の長期化、復旧費用の高額化が想定されるほか、原材料加工業者

の被災によるサプライチェーンの断絶、資金繰りの悪化が懸念される。 

   （土砂災害：ハザードマップ） 

    ・土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域をあわせて 205 箇所が指定されており、約 7 

割が急傾斜となっている。商工業者へのリスクとしては、幹線道路の通行止めによる物流の

停滞、店舗・工場の損壊、およびそれらに伴う営業休止や顧客喪失のリスクが存在する。 

   （地震：J-SHIS、青森県地震・津波被害想定調査（太平洋側海溝型地震）） 

・地震ハザードステーションの防災地図によると、震度 5 弱以上の地震が今後 30 年間で 

47％以上の確率で発生すると予測され、市内最大震度は 6 弱、全壊建物数は約 2,000 棟

とされている。商工業者へのリスクとしては、建物倒壊や設備破損による直接被害に加え、

中心市街地での火災延焼、商店街のにぎわい喪失による販路縮小や商圏の喪失、復旧の長期

化による廃業リスクが想定される。 

   （その他特に想定されるリスク） 

    ・活火山である岩木山を有し、冬季にマグマ噴火が発生した場合には融雪型火山泥流が岩木

川を流下する可能性がある。商工業者へのリスクとしては、泥流による事業所の流出・埋没、

および岩木川周辺の広範囲な浸水被害による事業継続困難が想定される。 

    ・当市は内陸に位置している影響もあり、年間平均降雪量は約 425cmと非常に多く、特別豪

雪地帯となっている地域もある。よって、降雪による幹線道路の通行止めによる物流の停

滞、建物の損壊、倒壊などのリスクが想定される。 

   （感染症、サイバー攻撃等） 

    ・新型コロナウイルス等（感染症）は市民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある。

また、近年増加しているサイバー攻撃については、情報漏洩やシステムの停止、精密機器の

故障等により、事業運営に致命的な打撃を与えるリスクがあるため、対策が急務となってい

る。 

 

（２）弘前商工会議所管内商工業者の状況 

  ・商工業者等数  ６，２５４人 

・小規模事業者数 ４，７１１人 

（うち、事業継続力強化に取り組んでいる小規模事業者は ６０人） 

 

【内 訳】 

業種 商工業者数 

小規模事業者数 

（うち事業継続力強化に

取り組んでいる者） 

備考（事業所の立地状況等） 

商 工

業者 

卸売業 ３９５ ２０８（７） 市内に広く分布 

小売業 ２，３７５ １，６２９（１） 市内に広く分布 

サービス業 １，７５９ １，３８７（１３） 宿泊、飲食は駅前、土手町、鍛冶町に多い 

その他 １，７２５ １，４８７（３９）  

合計 ６，２５４ ４，７１１（６０）  

【参考】令和３年経済センサス活動調査結果 

 

 



 

（３）これまでの取組 

  １）弘前市の取組 

  ・弘前市地域防災計画（地震災害対策編・風水害等災害対策編）の策定 

  ・弘前市業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

  ・弘前市備蓄計画の推進 

  ・弘前市防災マイスターの育成 

  ・自主防災組織の結成促進 

  ・弘前市総合防災訓練の実施 

  ・災害時等における各種協定締結の推進 

・ひろさき地方創生パートナー企業の協力による市内中小企業向け事業継続計画策定支援 

  ２）弘前商工会議所の取組 

  ・事業者ＢＣＰに関する国の施策の周知 

・巡回指導時の周知活動、会報への記事掲載及び折り込み 

  ・事業者ＢＣＰ策定セミナーの開催 

   令和５年１月１８日（水）＜観光関連事業者向け BCP作成支援セミナー＞ 

   令和６年１０月２３日（水）＜事業継続力強化セミナー＞ 

   令和７年８月～令和８年２月＜事業継続力強化計画策定個社支援＞ 

  ・東京海上日動火災保険㈱等と連携した損害保険への加入促進 

   ＜ビジネス総合保険制度＞ 

賠償責任リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化した制度。 

災害（火災、風災、水災、雪災、地震等）にあった際の休業損失を補償。 

＜業務災害補償プラン＞ 

労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故の発生が企業の責任と法律上

判断された場合に発生する企業の損害賠償責任を補償する制度。オプションで、業務中の天

災（地震、噴火、津波等）による怪我等も補償。 

  ３）事業継続力強化支援計画の実施状況 

  ・市内小規模事業者を訪問し事業者ＢＣＰの策定に係る指導 ２０者 

  ・事業継続力強化に関するセミナー 年１回 

  ・東京海上日動火災保険㈱と連携した損害保険への加入促進 ３０者 

  ・市内事業者及び住民向け防災ハンドブックへの広報掲載 

 

２ 本計画の策定及び実行にあたっての課題と対策 

【課題】 

①現状、自然災害等が発生した後の地域商工業者の被害状況等をヒアリングするにとどまって

おり、当市との協力体制が具体的に確立されていない。 

②対応等にあたってのマニュアルが整備されていない。 

③平時・緊急時の対応を行うことができるノウハウをもった人員が少ない。 

④保険・共済に対する助言を行える経営指導員等職員が不足しているといった課題が浮き彫り

になっている。 

⑤感染症対策において、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、体調不良

者を出社させないルール作りや、感染拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生品の備蓄、リス

クファイナンス対策として保険の必要性を周知するなどが必要である。 

【対策】 

① 市防災課等と定期的（最低年１回）の連絡会議を開催し、被害情報報告体制を具体的に構築

する。 

② 発災時の行動や支援手順を定めたマニュアルを早期に整備・周知する 

③ 他団体や専門家と連携した研修を実施し、職員の対応能力を向上させる。 

④ 損保会社等の専門家派遣制度を活用し、職員の専門知識習得を支援する。 

⑤ 業種別ガイドラインの周知や衛生用品の備蓄・リスクファイナンスの普及を強化する。 

 

 



 

３ 目標 

  ・地区内小規模事業者に対し自然災害リスク等を認識させ、事前対策の必要性を周知する。 

・当会議所と弘前市との間における被害情報報告体制をあらかじめ構築し、随時訓練等を行い必

要な見直しを行っていく。 

・発災後速やかな復興支援が行えるよう、また域内において感染症発生時には速やかに拡大防止

措置を行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。 

 

具体的には、以下の目標を設定して取り組んでいくこととする。 

① 年１０者に対して事業者 BCPの策定・見直し支援を行う。 

② 市内全体の事業継続力強化計画（BCP）策定率を３％ 

③ 主要産業である卸売・小売業の小規模事業者においては策定率を５％ 

④ 地域経済の中心である駅前大町・土手町地区の小規模事業者においては策定率を１０％ 

⑤ 損害保険加入の取組を１０者に対して行う。 

⑥ 上記目標達成のため、年２回セミナー、説明会を開催する。 

※その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに青森県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

１ 事業継続力強化支援事業の実施期間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

２ 事業継続力強化支援事業の内容 

（１）域内小規模事業者の事業継続力強化の取組状況の把握 

  ・経済産業省、自治体等と連携し地区内小規模事業者における事業継続力強化計画の策定状況等

の事業継続力強化の取組状況を把握する。 

  ・伴走型補助金等を活用し、地区内小規模事業者の事業継続力強化の取組状況を調査・把握する。 

 

（２）小規模事業者に対する事業継続力強化支援事業の内容 

  ・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク及

びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加

入、行政の支援策の活用等）について説明する。 

  ・会報や市広報、ホームページ等において、国の施策の紹介や、リスク対策の必要性、損害保険

や生命保険、傷害保険等の概要、事業者ＢＣＰに積極的に取り組む小規模事業者の紹介等を行

う。 

  ・経済産業省ＨＰに掲載のリスクファイナンス判断シート等を活用し、事業者にリスクファイナ

ンスの考え方を啓発し、自然災害等の災害発生時の資金繰りについて注意喚起する。 

  ・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施策

の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 

 

（３）フォローアップ 

  ・事業継続力強化計画の見直しを促進するため、（一社）日本中小企業診断士協会連合会の実施

する実効性向上支援事業を紹介する。 

  ・事業者ＢＣＰの策定後３年が経過した事業者に対し、巡回経営指導時等に訓練（被災からのシ

ミュレーション含む）・計画の見直しについての指導を行う。 

  ・支援した事業者の計画期間を把握し、計画期間終了後の計画の再策定・再申請へつなげる指導

を行う。 

 

（４）知見の共有及び事業承継力の底上げ 

  ・広報誌などで域内の事業者の事業継続力強化に関する好事例を展開する。 

  ・同じ地域や同じ業種など、関連する企業をマッチングし、連携型事業継続力強化計画の策定支

援する。 

 

（５）関係団体等との連携 

  ・弘前市が連携協定（ひろさき地方創生パートナー企業）を結ぶ東京海上日動火災保険㈱に専門

家の派遣を依頼し、会員事業者以外も対象とした普及啓発セミナーや損害保険や生命保険、傷

害保険等の紹介等を実施する。 

  ・連携型事業継続力強化計画の策定にあたって、（独法）中小企業基盤整備機構の地域本部の専

門家派遣を活用し、策定支援を行う。 

  ・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催。 

 

 ※その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに青森県へ報告する。 

 

 

 

  



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和８年４月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の

事業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営

指導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①県及び関係市町村との連携体制 

・当会、本市商工労政課・防災課が連携し、地域の実情を踏まえた災害リスクを把握するとともに、

本計画の支援方針を決定するため、定期的（最低年１回）に連絡会議を開催する。 

・また、認定主体である県と事前に相談・調整を行うことで、より地域の実情に応じた計画とする。 

②商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制 

・市内を２５地区に分け、法定経営指導員２名と経営指導員５名体制で巡回指導を行う。経営指導員

を小規模事業者ごとに選定し、策定支援からフォローアップまで一体の支援体制を構築する。 

・また、保険加入促進については、弘前市が連携協定を結んでいる東京海上日動火災保険㈱の専門家

１名による、セミナー個別相談の体制とする。 

③定量的に実施状況を把握し評価を行う体制 

・法定経営指導員２名、経営指導員５名の体制で、実施状況を定量的に把握し効果測定を行う。 

・上記で把握・検証した実施状況を当会と弘前市の連絡会議（最低年１回開催予定）で評価するとと

もに、次年度の支援内容の検討を行う。 

④経営指導員等の資質向上に係る体制 

・当会職員向けに研修や勉強会等を開催し、防災・減災や、保険、リスクファイナンスなど適宜専門

知識の習得及び最新情報の収集に努める。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

経営指導員 菅原 達也 

経営指導員 奈良 杏 （連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

・本計画の具体的な取組の企画や実行 

・本計画の取組実施における目標・指標の設定 

・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

③広域経営指導員の当否 

  経営指導員 菅原 達也、奈良 杏は施行規則第２条第項に規定する広域経営指導員に該当し

ない。 

弘前商工会議所 

事務局長 

弘前商工会議所 

法定経営指導員 

弘前市商工部 

商工労政課 

弘前市 

商工部長 

弘前市総務部 

防災課 

連携 

連絡調整 

確認 

連携 



 

 

 

 

 

（３）弘前商工会議所／弘前市連絡先 

①弘前商工会議所 中小企業相談所 

   〒036-8567 青森県弘前市大字上鞘師町 18番地 1 

   TEL：0172-33-4111 ／ FAX:0172-35-1877 

    E-mail：info@hcci.or.jp 

 

②弘前市連絡先 

   弘前市商工部 商工労政課 

   〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町 1番地 1弘前市役所前川新館 5階 

   TEL:0172-35-1135 ／ FAX:0172-35-1105 

     E-mail:shoukou@city.hirosaki.lg.jp 

 

   弘前市総務部 防災課 

   〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町 1番地 1弘前市役所市民防災館 3階 

   TEL:0172-40-7100 ／ FAX:0172-39-7140 

        E-mail:bousai@city.hirosaki.lg.jp 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに青森県へ報告する。 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

必要な資金の額 400 400 400 400 400 

 

・調査費 

・専門家派遣費 

・セミナー開催費 

・パンフ、チラシ作成費 

150 

150 

50 

50 

150 

150 

50 

50 

150 

150 

50 

50 

150 

150 

50 

50 

150 

150 

50 

50 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

青森県 小規模事業経営支援事業費補助金、伴走型補助金、会費収入、事業収入 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 


